

令和８年度　台東区客引き行為等防止指導員業務委託仕様書


１　件名
台東区客引き行為等防止指導員業務委託
	
２　履行期間
令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで

３　履行場所
原則として、上野地区客引き行為等防止特定地区内とする。
ただし、「文京区及び台東区の客引き行為等防止特定地区における客引き行為等防止対策に関する協定」に基づき、両区が協力して合同パトロール等を行う場合には、文京区の湯島地区客引き行為等防止特定地区内も含む。
　　※上野地区客引き行為等防止特定地区：上野二丁目、上野四丁目、上野六丁目全域
　　※湯島地区客引き行為等防止特定地区：湯島三丁目３３番～４７番全域

４　履行日及び履行時間
(１)履行日（【別紙１】履行日カレンダーのとおり）
原則、月曜日、火曜日、祝日、区が指定する日を除く毎日とする。

(２)履行時間および配置人員
①午後２時から午後９時　２名
②午後３時から午後１０時　２名
③午後４時から午後１１時　４名
　　　※３班、８名体制とする。
ただし、７月１日から９月３０日の期間は熱中症対策のため、履行時間および配置人員を下記のとおり変更する。
1 午後３時から午後１０時　４名
2 午後４時から午後１１時　４名

(３)履行日及び履行時間の変更について
履行日及び履行時間は、区が変更を必要と判断した場合には、区と協議して対応するものとする。

５　指導員と業務体制
(１)指導員
①　指導員は、本業務の目的と内容を理解し、指導等を行う際には責任感を持ち、心身ともに健康であり、緊急時においても迅速かつ的確に業務を遂行できる者を選定すること。
②　指導員の中に、次の者を配置すること。
ア　指導員の指導監督を行う者（以下「管理責任者」という。）として、警備業法に基づく「警備員指導教育責任者」資格保有者又は定年退職した警察官など、客引き行為等の規制に関する法令（「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（風営法）」及び「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例（迷惑防止条例）」をいう。以下同じ。）の知識を有し、繁華街の生活安全対策に関する実務経験を有する者を1名以上配置し、区との連絡担当窓口とすること。
イ　管理責任者を除く指導員については、警備業法における１号業務に最低１年以上従事したことがある実績と経験を有する者を各班に半数以上は配置すること。
ウ　柔道又は剣道の有段者若しくはそれと同等の身体能力を有する者を1名以上配置すること。
③　本事業の受託者（以下「受託者」という。）は、受託決定後、業務開始前までに指導員の顔写真を貼付した名簿（氏名、生年月日、実績、経験年数等）を区に提出すること。なお、名簿提出後、指導員を変更する場合は、その都度、区の承認を得ること。
④　受託者は、月間の勤務予定者を決定し、一覧表を前月２５日までに提出すること。その際、各勤務日の責任者が分かるように明記すること（書式は任意）。予定していた指導員の交代等の場合は、事前に区と協議し、業務遂行水準を維持できるよう、指導員の能力、体力、年齢構成等を十分考慮し交代要員を決めること。

(２)業務体制
　①　人員については原則３班、８名体制とし、業務中は必ず管理責任者を１名以上配置すること。また管理責任者の履行時間については、原則４（２）履行時間および配置人員の③とする。ただし、区が必要により配置人員等の変更を指示した場合には、それに従い対応するものとする。
②　管理責任者は履行場所に常駐し、全体の指揮を執ること。
③　受託者は、区と協議の上、指導員にユニフォーム(制服を含む）や区が用意するベストや腕章等を着用させ、当該業務を視覚的にアピールすること。また、指導員には、指導員証のほか、受託者が用意する携帯電話等の必要な機材や消耗品を装備させ、当該業務に万全を期すこと。
④　指導員の勤務交替時には、申し送り、指示等を徹底すること。
⑤　業務体制は、区が変更を必要と判断した場合は、区と協議して対応するものとする。

６　業務内容
業務は、①東京都台東区公共の場所における客引き行為等の防止に関する条例（以下「条例」
という。）の周知・啓発、②条例第７条「客引き行為等の禁止」及び第８条「客引き行為又は勧
誘行為を用いた営業の禁止」違反行為者（店舗含む。）に対する指導、③その他社会通念上の迷
惑行為の抑止・啓発とする。
(１)条例(禁止行為等)の周知・啓発
①　客引き行為等の違反行為者が多く出現する場所等において、看板や口頭でのアナウンス等により条例(禁止行為等)の周知・啓発を行うこと。
②　実施場所は、区と協議して決定するものとし、通行の妨げやティッシュ配布等の宣伝行為の妨げなど店舗の営業妨害と誤認されないよう注意すること。

（２）客引き行為等に対する指導
①　上野地区客引き行為等防止特定地区において、天候に関わらず立番による固定配置又は徒歩によるパトロール警戒を実施し、条例で禁止する客引き行為等をしていると認められる者に対し、条例第10条第１項を根拠とする「指導」を口頭又は書面(指導書)にて実施すること。また、区が必要と認めたときは、指示により違反行為をビデオカメラ、その他の機器を用いて撮影すること。
②　指導書による指導を行うにあたっては、別紙２「台東区客引き行為等防止指導員による指導書交付に関する運用について」のとおり実施すること。

（３）区との協議及び報告
①　管理責任者は、週２回以上、業務開始前に区担当課へ立ち寄り、必要な指示を受けたうえで業務に臨むこと。その際、業務実施日毎に作成した報告書（区と受託者が協議の上、決定した書式）を持参し、業務報告を行うこと。また緊急時等における連絡体制を確保すること。
②　月間の勤務予定者一覧表を前月２５日までに提出する際に、実施計画書（区と受託者が協議の上、決定した書式）を提出し、業務内容について区の指示を仰ぐこと。
③　毎月第２金曜日までに、前月分の日報の内容を集約した月報（様式任意）を作成し、区担当課へ持参して業務報告を行うこと。
④　その他、区が必要と認めたときは、指定した事項を満たす報告書等を作成し、区担当課へ提出すること。

（４）関係機関からの情報収集
受託者は、効果的に業務活動を行うため、必要があれば上野警察署に立ち寄り、最新の事件・事故等業務に関係する情報収集をすること。これらの内容については、連絡事項等があれば必ず区へ報告すること。

（５）その他社会通念上の迷惑行為の抑止・啓発
①　巡回中に、道路等の公共の場所において「東京都台東区ポイ捨て行為等の防止に関する条例」で禁止されている行為を視認した場合は、当該行為者に同条例の趣旨を説明して理解を求めること。
②　通行の妨害となる路上での滞留やたむろ行為、その他社会通念上の迷惑行為を行う者に対しても注意喚起を行うこと。

（６）巡回時の注意事項
①　指導員は、常に本業務の主旨を踏まえ、怠慢及び不適切な行動をとることがないよう十分に注意すること。また、指導員間での連絡を密にするとともに、情報を共有すること。
②　指導員は、業務中に区民等からの請求があった場合には、業務に支障のない限り指導員証を提示し、委託元である区の担当課名、受託者の社名を告げること。
③　事件・事故の現認、又は迷い人・急病人等の要保護者を発見した場合など緊急対応を要するときは、直ちに警察又は消防等の関係機関に通報するとともに、安全確保や救護等必要な措置を講ずること。また、事件・事故等の特異事案を取り扱った場合は、事案の概要を速やかに区に口頭報告するとともに、取扱終了後、区に書面報告すること。
④　大雨、洪水、地震などにより、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合は、区の指示に従い、安全確保を図りながら、現場確認等の対応に当たること。
　　また、大規模災害等が発生した場合は、各自の安全を確保した後、各自が管理責任者に安否報告を行うこと。管理責任者は、速やかに区と連絡をとり指示を仰ぐこと。
⑤　その他、対応困難な状況が発生したときは、直ちに区に連絡して指示を受け適切に対応すること。
⑥　指導員の食事、喫煙、休憩は、拠点にて定められた時間に行い、路上等の公共の場所では行わないこと。指導員のユニフォームや区が用意するベスト等を着用したままでコンビニエンスストア等区が指示する場所への立ち入りは厳禁とする。

（７）区民や通行者等からの質問・要望への対応
①　本業務従事中に、区民等から質問・要望等を受けた場合は、内容等を記録し、速やかに生活安全推進課に報告する。
②　通行者等から問合せや地理案内を求められたときは、当該業務に支障のない範囲で誠実に応対すること。

（８）その他
①　委託業務の目的を達成するために必要な事項については、区の指示に従うこと。

７　指導員の服装及び装備資器材等
①　受託者は、指導員に指導員証を携行させるとともに、指導員に提案のユニフォームを着用させ、区が用意する指定のベスト等装備品がある場合には、その指示に従うこと。雨具、防寒衣等については、受託者において用意すること。また、端正な身だしなみを保持させ、随時点検すること。
②　受託者は、本事業に必要な装備品（携帯用拡声器、携帯電話機、デジタルカメラ、動画撮影用カメラ、懐中電灯、住宅地図、パソコン、インターネットの通信環境等）を用意すること。その他、業務に必要な物品等の全ての費用は、受託者の負担とする。

８　官公庁への証明申請
受託者は、区を代行して、巡回啓発業務の実施に関する道路使用許可申請等の必要な手続を官公庁に対し行うこと。なお、これに係る経費は受託者の負担とする。

９　受託者の責務
（１）　受託者は、従事者に対し、本業務の内容（関係法令、条例等）を教養し、熟知させるとともに、関係法令を遵守し、その適用及び運用は受託者の責任において適切に行うこと。
また、受託者は、業務が滞りなく遂行できるよう委託期間開始以前に業務従事者に対し、事前研修等を行い、委託期間中は月１回以上指導員研修を実施し、研修資料を添付の上、区に報告すること。なお、これに係る経費は受託者の負担とする。
（２）　受託者は、区内に指導員の拠点兼待機場所（以下「拠点」という。）を受託者の負担で設置し、労働基準法に基づいた適正な勤務配置を行うこと。なお、拠点においては業務委託契約に係る個人情報やデータ等の安全管理に万全の措置をとること。
（３）　受託者は、区が指示する企画・イベント等に参加すること。
（４）　受託者の責務において、区民・業務関係者等に対する安全対策に万全を期し、事件・事故等の未然防止に努め、事件・事故等を認知した際は的確な初動対応を行うこと。
（５）　受託者は、常に管理責任者の総括のもと業務を遂行し、業務の進捗状況について確認の上、区へ適宜報告すること。
（６）　受託者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。契約の解除及び期間満了後においても同様とする。
（７）　受託者は、区又は区民等の第三者に対して損害を与えたときは、これらを賠償する一切の責務を負うこと。
（８）　受託者は、指導員の労働条件等(年金・健康保険・雇用保険・労災を含む)について、労働基準法、労働安全衛生法及び最低賃金法などの労働関連法令並びに関係する条例、規則等を遵守すること。
（９）　受託者は、指導員が受託業務中の災害や事故等で被った損害(労働災害)については、受託者の責任と負担で処理し、区に一切の責任及び賠償を求めないものとする。また、損害の内容と対応状況等を速やかに区へ報告すること。
（10）　受託者は、個人情報の取り扱いに配慮し、個人情報の保護に関する法律、台東区個人情報保護条例及び別紙３の個人情報を取り扱う業務委託契約の特記事項を遵守し、本業務終了後も同様とする。
（11）　区からの緊急時の呼び出しに対し、受託者は速やかに対応すること。
（12）　区で実施する他のパトロール業務に関し、連携・協力をすること。
（13）　その他業務委託の目的を達成するために必要な事項については、区の指示に従うこと。

１０　疑義等の取扱い
本仕様書に定めた事項に関し疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、区と協議の上、決定することとし、受託者は、業務内容に疑義があるときは、速やかに区の担当者に連絡し、指示を受けて対応すること。

１１　契約金額の支払方法
毎月の履行確認後、受託者からの請求に基づき月ごとに支払う。

１２　その他
（１）障害者差別解消法の遵守について
本契約の履行に当たって、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成25年法律第65号）及び関係府省庁所管事業分野における障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応指針を遵守すること。
（２）ディーゼル車規制に適合する自動車による配送等
本契約の履行に当たって自動車を使用し、又は使用させる場合は、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成12年東京都条例第215号）の規定に基づき、次の事項を遵守すること。
　　　①　ディーゼル車規制に適合する自動車であること。
　　　②　自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法（平成4年法律第70号）の対策地域内で登録可能な自動車であること。
　　　③　できるだけ低公害・低燃費な自動車を使用するよう努めること。
　　　　　なお、適合の確認のために、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書等の提示又は写の提出を求められた場合には、速やかに提示又は提出すること。
（３）道路交通法等の遵守について
本契約の履行に当たり、自転車を利用する際には、受託者の責任においてヘルメットの着用に努める等、道路交通法その他の自転車の利用に関する法令及び都・区条例の規定を遵守すること。

１３　問合せ先
危機管理室生活安全推進課　　　電話　０３－５２４６－１０４４
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